
飯塚急患センター条例施行規則の一部を改正する規則（案） 

改正後 改正前 

○飯塚急患センター条例施行規則 ○飯塚急患センター条例施行規則 

(協議会の委員) (協議会の委員) 

第4条 委員は、次に掲げる職にある者のうちから市長が委嘱し、又は

任命する。 

第4条 委員は、次に掲げる職にある者のうちから市長が委嘱し、又は

任命する。 

(1) 飯塚医師会会長及び副会長並びに飯塚医師会理事のうちから2人 (1) 飯塚医師会会長及び副会長並びに飯塚医師会理事のうちから2人 

(2) 関係機関の代表者から若干人 (2) 関係機関の代表者から若干人 

(3) 嘉麻市主管課長 (3) 嘉麻市主管課長 

(4) 桂川町主管課長 (4) 桂川町主管課長 

(5) 福祉部長 (5) 福祉部長及び健幸保健課長 

附 則  

この規則は、令和7年4月1日から施行する。  

 


